
死亡した貯金者（被相続人）名義の貯金等の扱いはど
うなるのですか。

任意団体の場合、各構成員の貯金等として名寄せ
されるとのことですが、具体的にはどのような手続
で行われるのですか。
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　貯金者（被相続人）の死亡時点で、相続人（注）に権利が承継されるという
考え方を前提にし、貯金者（被相続人）の死亡日が農水産業協同組合の破
綻（保険事故）日の前か後か、及び遺産分割が終了（相続分が確定）して
いるか否かで取扱いが異なります。

　死亡した貯金者（被相続人）の貯金等として名寄せされ、保険の対象
となる貯金等のうち、決済用貯金は全額、それ以外の貯金等については
元本1,000万円までとその利息等の合計額が付保貯金額となります。この
ように、貯金者（被相続人）名義の付保貯金は、死亡時点でも相続人名
義の付保貯金とは別に保護されることを前提に、各相続人が相続分に応
じてその権利を承継することになります。


